
外務省　令和元年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

38 Ｂ　地方
に対する
規制緩和

その他 語学指導等
を行う外国青
年招致事業
（ＪＥＴプログ
ラム）に係る
関係省庁と
一般財団法
人自治体国
際化協会（ク
レア）との連
携強化による
地方公共団
体への連絡
の円滑化

ＪＥＴプログラムの導
入について、総務省
等関係省庁及びク
レアが十分に連携
を図り、地方公共団
体の意見も踏まえ
たうえで、事業の概
要や通知スケ
ジュール等を定めた
要綱等を作成し、通
知すること。

ＪＥＴプログラムの導入にあたっては、連絡事項等に
ついて、関係省庁とクレアから関連した文書が異なる
時期に届くなど、制度の全体像がわかりづらいほか、
管内市町村への連絡取りまとめを行う都道府県の立
場として、事務が進めづらい状況におかれている。
具体的には、平成30年度は、ＪＥＴプログラムの新規
配置要望調査（①）について、クレアからＪＥＴプログラ
ムの概略資料等がないままに照会が届き、その９日
後、関係省庁（総務省、外務省、文科省）からＪＥＴプ
ログラムの概略や活用を促す通知（②）が届いてい
る。
県では、①の到着後速やかに管内市町村等へ照会し
ていたため、②が届く前に「ＪＥＴプログラムを活用し
ない」と回答している団体もあり、連絡調整に苦慮し、
制度活用の妨げとなっている。

関係省庁とクレアが連携を強化し、事業の概要
やスケジュール等が明示された事業要綱が定め
られることで、国としての政策的な意図を、的確
な時期に県や市町村へ正しく伝えることができ
る。
これにより、活用を検討する団体の増加が期待
できる。

①平成30年８月20日付け自国
整第350号「平成31年度第33期
「語学指導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラム）」に係
る中国・韓国・ブラジル・ペルー
（ＣＩＲ・ＡＬＴ）の配置要望調査
について（照会）」（一般財団法
人自治体国際化協会ＪＥＴプロ
グラム事業部長）
②平成30年８月29日付け事務
連絡「ＪＥＴプログラムの一層の
活用について（通知）」（総務省
自治行政局国際室長、外務省
大臣官房人物交流室長、文部
科学省初等中等教育局国際教
育課長）

総務省、
外務省、
文部科学
省

秋田県、
青森県、
男鹿市、
湯沢市、
由利本荘
市、大仙
市、仙北
市、小坂
町、羽後
町、東成
瀬村

大阪府、
宮崎市

○平成31年度JETプログラム人員割会費の引き上げに
ついて、交付税額の引き上げに関する総務省の通知が
ないままに、CLAIRから交付税額の引き上げを前提とし
た会費引き上げの第一報がメール本文であり、混乱が生
じた。

ＪＥＴプログラムの事業概要及びその活用については、１月及び４月
に総務省にて開催される全国都道府県財政課長等会議や、５月に
都道府県の各ＪＥＴプログラム担当者が出席するＪＥＴプログラム担
当者会議、５月～６月にかけて全６ブロックで開催している地域国際
化連絡会議などの場を活用して、地方自治体に周知しています。
ご提案の趣旨や支障事例も踏まえ、引き続き（一財）自治体国際化
協会と連携してＪＥＴプログラムの活用促進に努めてまいります。

関係三省と（一財）自治体国際化協会との連携について、具体
的な回答をいただきたい。
回答にある５月～６月に開催される会議等において関係三省
が制度周知を図っていることは承知しているが、同会議での情
報提供は、昨年度までの状況をとりまとめた内容にとどまって
おり、 当該年度のスケジュール等が示されていないほか、具体
の活用に向けた検討を促す内容でないことから不十分である。
現在、事業の全体像が示されないまま、関係機関から順が前
後して五月雨式に通知や事務連絡が発出されているため、現
場で混乱しているものである。
このため、ＪＥＴプログラム導入に向けたスケジュールを関係機
関が連携して定め、地方自治体に提示していただきたい。
できれば、関係三省からの通知と（一財）自治体国際化協会か
らの通知を同時に発出していただく等、各自治体で事務が進め
やすくなるようお願いしたい。
このような改善ができないとすればその理由は何かについて、
回答をお願いしたい。

―

その他 ＪＥＴプログラ
ムの導入に
係る事務の
運用改善

県内では、平成31年度からの新規導入を検討してい
た２団体が、いずれも予算の調整や議会への報告等
の関係で断念している。
平成31年度の導入に向けては、新規配置要望に係る
調査が平成30年８月20日付け（①）及び９月12日付
け（③）で発出され、回答期限は参加国などにより異
なっており、関係省庁からの活用促進に係る通知は８
月29日付け（②）で発出されているところだが、５月頃
までに発出されていれば、各団体において、新たに活
用するための調査や手続き等を進める期間を確保す
ることができ、断念することなく要望できた可能性が
あった。
なお、現在のところＪＥＴプログラム活用している市町
村の多くは教育委員会（ＡＬＴ）のみであるが、近年で
は、首長部局によるＣＩＲの活用検討に係る問い合わ
せが増えつつあり、導入実績のない部署で新規に活
用する場合、検討はゼロからのスタートになるため、
今後はさらに予算や議会との調整期間が必要となる
場面が増えるものと想定される。

各府省からの第１次回答

ＪＥＴプログラムの事業概要及びその活用については、１月及び４月
に総務省にて開催される全国都道府県財政課長等会議や、５月に
都道府県の各ＪＥＴプログラム担当者が出席するＪＥＴプログラム担
当者会議、５月～６月にかけて全６ブロックで開催している地域国際
化連絡会議などの場を活用して、地方自治体に周知しています。
ご提案の趣旨や支障事例も踏まえ、引き続き（一財）自治体国際化
協会と連携してＪＥＴプログラムの活用促進に努めてまいります。

その他
(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

○2019年度以降の外国青年招致事業にかかる会費額
の見直しがあり、今年度は一人当たり１万円増額された
が、既に当初予算が決定した後の周知であった。予算に
関わるものであり、早期の周知が必要であると考える。
○当県内で新規導入を検討していた自治体から、新規
配置要望の照会がきてから内部で調整をしたが間に合
わず、来年度改めて検討するという意見が複数あった。
早期に検討を始めていれば要望をできた可能性がある。

大阪府、
大阪市、
大村市、
宮崎市

ＪＥＴプログラムの導
入について、地方公
共団体の予算編成
や議会日程に配慮
して、遅くとも５月
（新年度体制が整
い、早期に検討を始
められる時期）まで
には通知等の文書
を発出すること。
発出に当たっては、
関係省庁が発出す
る制度概略や制度
導入のメリット等を
示した活用促進に
関する文書と、クレ
アが発出する新規
配置要望の調査に
係る文書等双方の
連動した早期化が
望ましいが、特に、
関係省庁からの活
用促進に関する文
書については、導入
検討の基点となるた
め、可能な限り早期
に発出していただき
たい。

活用を検討した団体が、議会承認や予算編成な
ど実務的なスケジュールで断念することなく、導
入を実現することができる。

①平成30年８月20日付け自国
整第350号「平成31年度第33期
「語学指導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラム）」に係
る中国・韓国・ブラジル・ペルー
（ＣＩＲ・ＡＬＴ）の配置要望調査
について（照会）」（一般財団法
人自治体国際化協会ＪＥＴプロ
グラム事業部長）
②平成30年８月29日付け事務
連絡「ＪＥＴプログラムの一層の
活用について（通知）」（総務省
自治行政局国際室長、外務省
大臣官房人物交流室長、文部
科学省初等中等教育局国際教
育課長）
③平成30年９月12日付け自国
整第375号「平成31年度第33期
「語学指導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラム）」に係
る新規招致者・再任用者数及
び配置希望調査について（照
会）」（一般財団法人自治体国
際化協会ＪＥＴプログラム事業
部長）

総務省、
外務省、
文部科学
省

秋田県、
青森県、
男鹿市、
湯沢市、
由利本荘
市、大仙
市、仙北
市、小坂
町、羽後
町、東成
瀬村

管理
番号

団体名

提案区分
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

39 Ｂ　地方
に対する
規制緩和

関係三省と（一財）自治体国際化協会との連携について、具体
的な回答をいただきたい。
回答にある会議での情報提供は、昨年度までの状況をとりまと
めた内容にとどまっており、 当該年度のスケジュール等は示さ
れておらず、具体の活用に向けた検討を促す内容でないことか
ら不十分である。
地方自治体において、予算の確保や新規事業の提案等、具体
的な活用に向けた検討にあたっては、事業概要等の詳細が明
記された正式な通知文書が必要である。
文書の発出時期については、回答の５～６月に開催される会
議と同時期とするなど、現在の８～９月よりも早期に発出してい
ただき、各自治体が検討する時間を確保できるようお願いした
い。

―

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解



外務省　令和元年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

― ― 【全国市長会】
提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

今年度は、御意見を踏まえ、関係省庁及び（一財）自治体国際
化協会と連携し、JETプログラムの活用促進に係る通知文書
（JETプログラムの一層の活用について（通知）（令和元年８月
19日付事務連絡））を（一財）自治体国際化協会が実施する
JETプログラムの配置要望調査と同日に発出することとしたとこ
ろ。また、本年１月～６月に開催された各種会議では、活用促
進に係る資料を配付するとともに積極的な活用の検討をお願
いしたところであるが、今後、地方自治体における検討時間の
確保に資するため、配置スケジュール等についてもお示しする
こととしたい。

５【外務省】
（１）語学指導等を行う外国青年招致事業
語学指導等を行う外国青年招致事業については、地方
公共団体における事業の積極的な活用を図るため、事業
の活用促進に係る通知を可能な限り早期に行うとともに、
各種照会のスケジュールを地方公共団体に事前に周知
する。
（関係府省：総務省及び文部科学省）

通知 令和２年９月16日 関係省庁及び（一財）自治体国
際化協会と連携し、JETプログラ
ムの活用促進に係る通知文書
（JETプログラムの一層の活用に
ついて（通知）（令和2年9月16日
付事務連絡））を（一財）自治体
国際化協会が実施するJETプロ
グラムの配置要望調査と同日に
発出したところ。

次年度以降も地方公共団体に対
する語学指導等を行う外国青年
招致事業の活用促進に係る通知
を可能な限り早期に行うととも
に、配置要望の調査のスケ
ジュール等を地方公共団体に事
前に周知する。

対応方針の措置（検討）状況

通知 令和２年９月16
日

関係省庁及び（一財）自治体国
際化協会と連携し、JETプログラ
ムの活用促進に係る通知文書
（JETプログラムの一層の活用に
ついて（通知）（令和2年9月16日
付事務連絡））を（一財）自治体
国際化協会が実施するJETプロ
グラムの配置要望調査と同日に
発出したところ。

次年度以降も地方公共団体に対
する語学指導等を行う外国青年
招致事業の活用促進に係る通知
を可能な限り早期に行うととも
に、配置要望の調査のスケ
ジュール等を地方公共団体に事
前に周知する。

今年度は、御意見を踏まえ、関係省庁及び（一財）自治体国際
化協会と連携し、JETプログラムの活用促進に係る通知文書
（JETプログラムの一層の活用について（通知）（令和元年８月
19日付事務連絡））を（一財）自治体国際化協会が実施する
JETプログラムの配置要望調査と同日に発出することとしたとこ
ろ。また、本年１月～６月に開催された各種会議では、活用促
進に係る資料を配付するとともに積極的な活用の検討をお願
いしたところであるが、今後、地方自治体における検討時間の
確保に資するため、配置スケジュール等についてもお示しする
こととしたい。
なお、JETプログラムの配置要望調査については、その年度に
おける７～８月来日のJETプログラム参加者の配置状況や参加
者の来年度の再任用の状況を踏まえ、一定の照会期間を設け
て実施しているものであり、現状においては、照会の早期発出
は想定していない。

５【外務省】
（１）語学指導等を行う外国青年招致事業
語学指導等を行う外国青年招致事業については、地方
公共団体における事業の積極的な活用を図るため、事業
の活用促進に係る通知を可能な限り早期に行うとともに、
各種照会のスケジュールを地方公共団体に事前に周知
する。
（関係府省：総務省及び文部科学省）

各府省からの第２次回答
令和元年の地方からの提案等に関する対応方針

（令和元年12月23日閣議決定）記載内容

―

各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

― 【全国市長会】
提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）
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